
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手帳が以前に発行されていることがあります。（本人は発行されていることを知らない場合も多いようです。） 

手帳申込書が提出されたら、支部では重複チェックを必ず行っています。 

建退共の登録データーの中に「お名前」「生年月日」が一致するものがないかチェックしています。 

この中に一致するものがあれば、共済契約者へ「以前働いていた事業所」を確認していただき、その事業所

名が一致した場合は、本人の手帳で間違いないと判断して、手帳申込みは取り下げます。 

 

手帳の有無を確認してもらうこととなります。手帳は、①～③のいずれかの可能性があります。 

① 本人が自宅で保管している。 ② 退職した事業所で保管されている。 ③ 紛失している。 

※③紛失の場合は、「共済手帳再交付申請書（様式第 017号）」を提出していただきます。 

 

☆申込みを行う前に、ご本人様へ手帳の有無をご確認ください。 

郵便番号の記入もれがよくあります。 

郵便番号から変換した住所が一致して

いないこともあります。 

「16」の場合は、具

体的な職種名を記

入してください。 

職種は下記の一覧

より選んでください。 

お名前の漢字・フリガナは、ご本人様にもご確認のうえ正確に記入してください。 

退職金の請求手続きの際は 

○住民票に記載のお名前（漢字）と登録の漢字を照合します。 

○口座名義人名（カタカナで記入）と登録のお名前（よみがな）を照合します。 

手帳申込書に記載の情報が間違っていると、将来、退職金請求を行う際に氏名等変更手続き

が必要となり、請求処理が遅れます。十分ご確認のうえご記入ください。 

（生年月日の記入間違いで、変更手続きが発生したケースもありましたので、ご注意ください。） 

※ 別紙「氏名変更届が必要となるよくある事例」をご参照ください。 

漢字が建退共のパソコンに対

応していない場合、手帳には

カタカナのみのお名前が表記

されます。表記されていなく

ても登録は行われています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆お名前の漢字・よみがな、濁点の有無をよく確認してください。 


